
 
 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度紀年度紀年度紀年度紀のののの川市川市川市川市地域内地域内地域内地域内フィーダーフィーダーフィーダーフィーダー系統確保維持計画系統確保維持計画系統確保維持計画系統確保維持計画                                                                                                      紀紀紀紀のののの川市地域公共交通会議川市地域公共交通会議川市地域公共交通会議川市地域公共交通会議                                                                                                    会長会長会長会長    田村田村田村田村    武武武武     １１１１．．．．地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業にににに係係係係るるるる目的目的目的目的・・・・必要性必要性必要性必要性    平成１７年１１月７日に旧那賀郡内の５町（打田町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志川町）が合併し、紀の川市が誕生しました。この合併により市の面積が２２８．２４ K㎡と市域が拡大し、高齢者や障がい者などの交通弱者にとって市域内の移動が困難になり、また、公共交通事業者の不採算バス路線撤退等による公共交通空白地域の増加等の問題も生じておりました。 これらの状況のもと、交通弱者の日常的な移動手段の確保、公共交通空白地域の解消を目的とし、平成１９年４月より市役所、病院、駅、商業施設等を経由する紀の川市地域巡回バスの試行運転を実施しました。 このバス路線の特徴としては、主となる利用者が高齢者であることから、ほとんどの路線において、総合病院である公立那賀病院に停留所を設置したところにあります。 試行運転実施中には、利用者等へのアンケート調査、利用実績の分析、地区要望の集約等を実施し、本格運行に向けての準備を行うとともに、平成２１年３月には紀の川市地域公共交通総合連携計画を策定し、同計画に基づき平成２１度から平成２３年度まで地域公共交通活性化・再生総合事業も活用し、平成２１年５月から紀の川市地域巡回バスの本格運行を開始しました。 平成１９年４月の試行運行開始から５年が経過し、この地域巡回バス路線の認知度についても高齢者や障がい者の移動手段、山間部地域の学生の通学手段等として、徐々に浸透してきています。また、高齢化、人口減少対策として、市全体で定住施策を推進している中で、公共交通の充実も定住の条件の一つと考えられます。  以上のことから、この計画は、行政・市民・事業者等が協力し一体となって、市民誰もがバス等を利用し、いつでも市内を安全に移動できるように、公共交通手段を確保し、サービスの提供を維持することを目的とします。  ２２２２．．．．    地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業にににに係係係係るるるる定量的定量的定量的定量的なななな目標目標目標目標・・・・効果効果効果効果    本計画を作成するにあたっての目標は、住民、来訪者等からの意見や、バス運行の利用実績等を基にして、可能な限り交通空白地域の解消を図るとともに安定してサービスを提供し続けることができる採算性の高い交通システムを再構築することとします。  【【【【事業事業事業事業のののの目標目標目標目標】】】】     現在の紀の川市地域巡回バス（粉河那賀・桃山路線）は、２路線、６コース、１日あたり３９便の運行を実施しています。  利用者数の推移については、本格運行を実施した平成２１年度の２９，４８７人利用に対し、平成２３年度では３０，９７３人と約５％の利用者増加となっていますが、コース別での比較では、利用者が増加しているコースと利用者が減少しているコースが混在しています。  今後も、市内における人口の減少が続くと予想される現状において、大幅な利用者の増加は見込めないことから、各コース１便あたりの平均乗車人数を下記のとおり目標値として定めます。 



 
 ◎粉河那賀路線 コース名 H21実績 H22実績 H23実績 H24目標 H25目標 H26目標 川原竜門コース 1.9人／便 2.0人／便 2.1人／便 2.2人／便 2.3人／便 2.5人／便 上名手打田コース 2.4人／便 3.0人／便 3.5人／便 3.9人／便 4.2人／便 4.3人／便 打田北部コース - - 1.0人／便 1.1人／便 1.2人／便 1.4人／便  ◎桃山路線 コース名 H21実績 H22実績 H23実績 H24目標 H25目標 H26目標 細野貴志川コース 2.4人／便 2.3人／便 2.1人／便 2.0人／便 2.1人／便 2.2人／便 桃山鞆渕コース 1.4人／便 1.5人／便 2.3人／便 2.4人／便 2.5人／便 2.6人／便 黒土高野コース - - 0.6人／便 0.7人／便 0.8人／便 1.0人／便  ※上記目標値により、平成２６年度の利用者数の見込みが約３２，０００人となり、平成２３年度実績（３０，９７３人）と比較し、約３％の増加を見込む。  （（（（参考参考参考参考））））紀紀紀紀のののの川市住民基本台帳人口川市住民基本台帳人口川市住民基本台帳人口川市住民基本台帳人口のののの推移推移推移推移      平成２１年度末：68,247人   平成２３年度末：67,195人   人口増減率：△1.54％   【【【【事業事業事業事業のののの効果効果効果効果】】】】     ①地域巡回バス路線の継続運行により、公共交通空白地域の解消が図れる。また、高齢者・障がい者の移動手段を確保することにより、より活発な地域間交流を促進し、地域の活性に繋がる。  ②利用者の増加により、運行収支率の改善に繋がる。   ３３３３．．．．地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業によりによりによりにより運行運行運行運行をををを確保確保確保確保・・・・維持維持維持維持するするするする運行系統運行系統運行系統運行系統のののの概要及概要及概要及概要及びびびび運行予定者運行予定者運行予定者運行予定者    表１のとおり  ４４４４．．．．地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業にににに要要要要するするするする費用費用費用費用のののの総額総額総額総額、、、、負担者及負担者及負担者及負担者及びそのびそのびそのびその負担額負担額負担額負担額     表２のとおり  なお、紀の川市から運行事業者へ委託する委託料については、事業者の損失額から国庫補助金額を差し引いた差額分を負担することとしている。  ５５５５．．．．地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業地域公共交通確保維持事業をををを行行行行うううう地域地域地域地域のののの概要概要概要概要     表５のとおり  ６６６６．．．．車両車両車両車両のののの取得取得取得取得にににに係係係係るるるる目的目的目的目的・・・・必要性必要性必要性必要性    車両の取得を行わないため該当しない  ７７７７．．．．車両車両車両車両のののの取得取得取得取得にににに係係係係るるるる定量的定量的定量的定量的なななな目標目標目標目標・・・・効果効果効果効果    



 
  車両の取得を行わないため該当しない  ８８８８．．．．車両車両車両車両のののの取得計画取得計画取得計画取得計画のののの概要及概要及概要及概要及びびびび車両車両車両車両のののの取得取得取得取得をををを行行行行うううう事業者事業者事業者事業者、、、、要要要要するするするする費用費用費用費用のののの総額総額総額総額、、、、負担者及負担者及負担者及負担者及びそびそびそびそのののの負担額負担額負担額負担額     車両の取得を行わないため該当しない  ９９９９．．．．協議会協議会協議会協議会のののの開催状況開催状況開催状況開催状況とととと主主主主なななな議論議論議論議論    平成 18年 12月 7日 平成 19年 1月 31日     平成 19年 4月 2日 平成 20年 2月 1日  平成 20年 4月 1日  平成 20年 9月 1日   平成 20年 11月 1日 平成 21年 3月 2日        平成 21年 3月 4日～ 平成 21年 3月 10日 平成 21年 3月 16日 平成 21年 5月 1日 平成 22年 3月 15日     

紀の川市地域公共交通会議 設置 平成 18年度紀の川市地域公共交通会議  ・紀の川市における公共交通及びバス運行事業の概況説明  ・紀の川市地域巡回バス粉河那賀路線の開設及び桃山路線における一部路線の廃止について【承認】  ・紀の川市地域巡回バス貴志川路線に係る運賃設定について【承認】 紀の川市地域巡回バス粉河那賀路線運行開始（試行運行） 紀の川市地域巡回バスへの市内各地域の意見、要望調査を実施 （自治区長へ依頼 平成 20年 6月 30日まで） 紀の川市地域巡回バス桃山路線の一部変更及び廃止 紀の川市地域巡回バス貴志川路線の有料化 バス利用者アンケートを実施 （地域巡回バス車内で平成 20年 9月 30日まで用紙を配布） アンケート結果は市ホームページで公表 紀の川市地域巡回バス桃山路線日曜日試行運行開始 平成 20年度紀の川市地域公共交通会議  ・紀の川市地域公共交通会議設置要綱等の改正について【承認により地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会となる】  ・紀の川市地域巡回バス運行経過及び運行実績について【報告】  ・紀の川市地域公共交通総合連携計画（案）及び総合事業計画（案）について【承認】  ・紀の川市地域巡回バス路線等の運行事業計画の変更について【承認】 紀の川市地域公共交通総合連携計画（案）について、パブリックコメントを市ホームページで募集 紀の川市地域公共交通総合連携計画を策定 紀の川市地域巡回バス本格運行開始 平成 21年度紀の川市地域公共交通会議  ・平成 21年度歳入歳出予算について【報告】  ・平成 21 年度紀の川市地域公共交通活性化・再生総合事業実              施状況について【報告】  ・平成 22年度歳入歳出予算（案）について【承認】 



 
    平成 22年 6月 21日 平成 22年 10月 26日      平成 22年 12月 1日  平成 23年 6月 20日        平成 23年 8月 1日   

 ・平成 22 年度紀の川市地域公共交通活性化・再生総合事業（案）について【承認】  ・紀の川市地域巡回バス運行実績について【報告】 紀の川市デマンド型交通導入調査開始（完成平成 23年 3月 31日） 平成 22年度第紀の川市地域公共交通会議  ・平成 22 年度紀の川市地域公共交通活性化・再生総合事業の変更について【報告】  ・平成 22年度補正予算（第 1号）について【報告】  ・平成 21年度歳入歳出決算について【報告】  ・紀の川コミュニティバス運行経路及び時刻の変更について【承認】 紀の川コミュニティバス運行経路及び時刻の一部変更 （「岩出市役所」、「岡田北」停留所設置） 平成 23年度紀の川市地域公共交通会議  ・平成 23 年度紀の川市地域公共交通活性化・再生総合事業の変更について【報告】  ・平成 22年度事業報告について【報告】  ・平成 22年度歳入歳出決算について【報告】  ・平成 23年度事業計画（案）について【承認】   （紀の川市地域巡回バス運行経路及び時刻の変更について）  ・平成 23年度歳入歳出予算（案）について【承認】 紀の川市地域巡回バス運行経路及び時刻の変更 （粉河那賀路線・桃山路線）  １０１０１０１０．．．．利用者等利用者等利用者等利用者等のののの意見意見意見意見のののの反映状況反映状況反映状況反映状況     法定協議会の構成員には合併した旧町（打田町、那賀町、粉河町、桃山町、貴志川町）それぞれの代表区長が含まれており、市内全域の意見が集約されていると考えられます。 バスに関する地域の区長からの要望については、市政策調整課（協議会事務局）において随時受け付けており、路線再編時には考慮しています。  また、一般利用者、バスを利用しない市民の意見については、アンケート調査の回答を参考としています。  １１１１１１１１．．．．協議会協議会協議会協議会メンバーのメンバーのメンバーのメンバーの構成構成構成構成    紀の川市長又はその指名する者 紀の川市副市長 一般乗合旅客自動車運送事業者 和歌山バス那賀株式会社 有田交通株式会社 一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者 株式会社有交紀北 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 社団法人和歌山県バス協会 社団法人和歌山県タクシー協会 住民又は利用者の代表  打田地区区長会長 粉河地区区長会長 



 
 那賀地区区長会長 桃山地区区長会長 貴志川地区区長会長 近畿運輸局和歌山運輸支局長又はその指名する者 国土交通省近畿運輸局和歌山運輸支局首席運輸企画専門官 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 和歌山県交通運輸産業労働組合協議会 道路管理者、県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者 和歌山県企画部地域振興局総合交通政策課長 那賀振興局建設部副部長 岩出警察署長  



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 (H25-H25)基準ロで該当する要件 接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策 基準ニで該当する要件和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）上名手打田コース 地域内フィーダー 7,465.5 ②(1) ＪＲ「名手駅」「粉河駅」「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）川原竜門コース 地域内フィーダー 5,147.0 ②(1) ＪＲ「粉河駅」「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）打田北部コース（左まわり） 地域内フィーダー 463.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）打田北部コース（右まわり） 地域内フィーダー 926.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）黒土高野コース 地域内フィーダー 1,886.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）細野貴志川コースＡ 地域内フィーダー 740.5 ②(1) ＪＲ「貴志駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「紀の川市貴志川支所」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）細野貴志川コースＢ 地域内フィーダー 6,483.0 ②(1) ＪＲ「下井阪駅東」「貴志駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「紀の川市貴志川支所」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）桃山鞆渕コースＡ 地域内フィーダー 617.0 ②(1) 「下志賀」停留所にて、和歌山バス那賀(株)の運行するかつらぎ町コミュニティバス（旧花園村～旧かつらぎ町間を運行）新城・花園コースに接続 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）桃山鞆渕コースＢ 地域内フィーダー 5,371.5 ②(1) ＪＲ「下井阪駅東」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③（注）１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合（別表６「補助対象の基準」）

和歌山県（紀の川市）

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載する。

都道府県（市区町村） 運行予定者名 運行系統名 地域間幹線／地域内フィーダーの別 確保維持事業に要する国庫補助額（千円）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 (H25-H26)基準ロで該当する要件 接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策 基準ニで該当する要件和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）上名手打田コース 地域内フィーダー 7,465.5 ②(1) ＪＲ「名手駅」「粉河駅」「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）川原竜門コース 地域内フィーダー 5,147.0 ②(1) ＪＲ「粉河駅」「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）打田北部コース（左まわり） 地域内フィーダー 463.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）打田北部コース（右まわり） 地域内フィーダー 926.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）黒土高野コース 地域内フィーダー 1,886.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）細野貴志川コースＡ 地域内フィーダー 740.5 ②(1) ＪＲ「貴志駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「紀の川市貴志川支所」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）細野貴志川コースＢ 地域内フィーダー 6,483.0 ②(1) ＪＲ「下井阪駅東」「貴志駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「紀の川市貴志川支所」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）桃山鞆渕コースＡ 地域内フィーダー 617.0 ②(1) 「下志賀」停留所にて、和歌山バス那賀(株)の運行するかつらぎ町コミュニティバス（旧花園村～旧かつらぎ町間を運行）新城・花園コースに接続 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）桃山鞆渕コースＢ 地域内フィーダー 5,371.5 ②(1) ＪＲ「下井阪駅東」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③（注）１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合（別表６「補助対象の基準」）

和歌山県（紀の川市）

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載する。

都道府県（市区町村） 運行予定者名 運行系統名 地域間幹線／地域内フィーダーの別 確保維持事業に要する国庫補助額（千円）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 (H25-H27)基準ロで該当する要件 接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策 基準ニで該当する要件和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）上名手打田コース 地域内フィーダー 7,465.5 ②(1) ＪＲ「名手駅」「粉河駅」「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）川原竜門コース 地域内フィーダー 5,147.0 ②(1) ＪＲ「粉河駅」「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）打田北部コース（左まわり） 地域内フィーダー 463.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （粉河那賀路線）打田北部コース（右まわり） 地域内フィーダー 926.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）黒土高野コース 地域内フィーダー 1,886.0 ②(1) ＪＲ「打田駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）細野貴志川コースＡ 地域内フィーダー 740.5 ②(1) ＪＲ「貴志駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「紀の川市貴志川支所」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）細野貴志川コースＢ 地域内フィーダー 6,483.0 ②(1) ＪＲ「下井阪駅東」「貴志駅」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「紀の川市貴志川支所」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）桃山鞆渕コースＡ 地域内フィーダー 617.0 ②(1) 「下志賀」停留所にて、和歌山バス那賀(株)の運行するかつらぎ町コミュニティバス（旧花園村～旧かつらぎ町間を運行）新城・花園コースに接続 ③和歌山バス那賀株式会社 （桃山路線）桃山鞆渕コースＢ 地域内フィーダー 5,371.5 ②(1) ＪＲ「下井阪駅東」及び和歌山バス那賀（株）の運行する紀北巡回線「公立那賀病院」停留所を共有。また乗り継ぎダイヤを設定 ③（注）１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合（別表６「補助対象の基準」）

和歌山県（紀の川市）

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載する。

都道府県（市区町村） 運行予定者名 運行系統名 地域間幹線／地域内フィーダーの別 確保維持事業に要する国庫補助額（千円）



添付資料添付資料添付資料添付資料（（（（表表表表１１１１関係関係関係関係））））



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）１．申請事業者の概要 千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等） ％％※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 15,783,221 円 円 円2 10,882,116 円 円 円3 979,034 円 円 円4 1,958,068 円 円 円5 3,987,340 円 円 円6 1,566,455 円 円 円7 13,706,482 円 円 円8 1,305,379 円 円 円9 11,356,799 円 円 円61,524,894 円 円 円

千円 営業外損益基準期間の前年度の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 378,738 千円 408,716営業損益 ▲ 28,834 千円 営業外損益 ▲ 535 経常損益 ▲ 29,369営業外収益 609 経常収益（イ’） 379,347営業費用 407,572 千円 営業外費用 1,144
事業者名 和歌山バス那賀株式会社 25年度補助対象期間の前々年度(基準期間※)の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 370,256 千円 営業外収益 260 経常収益（イ） 370,516営業費用 399,371 千円 営業外費用 1,024 経常費用（ロ） 400,395▲ 764 経常損益 ▲ 29,879営業損益 ▲ 29,115 経常費用（ロ’）補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 2,456,836.8 経常収支率 92.54%基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 2,462,478.6 経常収支率 92.81%基準期間の前々年度の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 390,373 千円 営業外収益 583 経常収益（イ”） 390,956営業費用 392,176 千円 営業外費用 1,153 経常費用（ロ”） 393,329▲ 2,373営業損益 ▲ 1,803 千円 営業外損益 ▲ 570 経常損益南近畿 161円16銭 165円97銭 162円97銭 0.58  円 　　銭   円 　　銭   円 　　銭基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 2,440,553.7 経常収支率 99.40%補助ブロック名 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）ロ”÷ハ”＝　ａ 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）ロ’÷ハ’＝　ｂ 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用　（基準期間）ロ÷ハ＝ｃ 平均増減率(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2　=　ｄ補助ブロック名 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ 地域キロ当たり標準経常費用ホ キロ当たり経常費用ニとホのいずれか少ない額ヘ キロ当たり経常収益イ÷ハ南近畿 163円.91銭 417円.45銭 163円.91銭 150円.81銭 補助ブロック外乗り入れ部分及び同一補助ブロック市区町村外乗り入れ部分以外のキロ程の比率 計画実車走行キロ（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　  銭 円　   銭 円 　  銭 円  　 銭補助ブロック名 申請番号 運行系統名 運行系統 計画運行日数起点 主な経由地 終点 チ リ ヌ計画運行回数 系統キロ程 補助ブロック外乗入部分のキロ程 同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程
362 日 1,267.0 回 往 26.2km362 日 1,267.0 回

那賀病院 打田駅 那賀病院6 細野貴志川コースA 紀の川市桃山支所 貴志駅 垣内8 桃山鞆渕コースA 和田 大西 下志賀7 細野貴志川コースB 那賀病院 貴志駅 垣内
1 上名手打田コース 名手駅前 打田駅 紀の川市役所2 川原竜門コース 紀の川市那賀支所 粉河駅 紀の川市役所 96,292.0km復 38.0km 38.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均） 100.000%往 38.0km （平均） 66,390.8km復 26.2km 26.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 往 0.0km 100.000%100.000% 5,973.0km0.0km 復 0.0km 0.0km日 362.0 回 往 16.5km 往 0.0km16.5km 復 0.0km362 往 0.0km3 打田北部コース（左回り） 那賀病院 打田駅 那賀病院 362 日 724.0 回 往 16.5km 往 0.0km16.5km 復 0.0km 往 0.0km4 打田北部コース（右回り） 11,946.0km0.0km 復 0.0km 0.0km 100.000% 24,326.4km0.0km 復 0.0km 0.0km回 往 11.2km 往 0.0km復 11.2km 11.2km 復 0.0km 100.000%362 往 0.0km5 黒土高野コース 那賀病院 打田駅 高野 362 日 181.0 回 往 26.4km 往 0.0km26.4km 復 0.0km 往 0.0km日 1,086.0 9,556.8km0.0km 復 0.0km 0.0km 100.000% 83,622.0km0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km362 日 1,267.0 回 往 33.0km 往 0.0km復 33.0km 33.0km 復 0.0km復 31.9km 31.9km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km1,086.0362 日 362.0 回 往 11.0km 往 0.0km復 11.0km 11.0km 復 0.0km 往 0.0km日 回 往 31.9km合計 系統 375,357.8km復 151.3km 181.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 210.7km 往 0.0km 往 0.0km補助対象経費の1/2 国庫補助上限額 国庫補助金内定申請額（ネ又はナのうちいずれか少ないほうの額）ヘ×ヲ以下の額：ワ ト ト×ヲ以上の額：カ ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ補助対象経常費用の見込額 補助対象系統のキロ当たり経常収益(ノの額) 補助対象系統の経常収益の見込額 補助対象経常費用から経常収益を控除した額 ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ8円.85銭 852,184 円 14,931,037 14,931,037 14,931千円補助ブロック名 申請番号

8円.85銭8円.85銭 1,481千円70,481 円 1,234,898 1,234,898 1,234千円
ヨのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック市区町村外乗入部分以外に係るもの 補助対象経費

南近畿 8円.85銭 613,188 円 10,743,611 10,743,611 10,743千円
7,465.5 千円8円.85銭 587,558 円 10,294,558 10,294,558 10,294千円 5,147.0 千円8円.85銭 52,861 円 926,173 926,173 926千円 463.0 千円8円.85銭 105,722 円 1,852,346 1,852,346 1,852千円8円.85銭 84,577 円 1,481,878 1,481,878 740.5 千円926.0 千円8円.85銭 215,288 円 3,772,052 3,772,052 3,772千円 1,886.0 千円740,054 円 12,966,428 12,966,428 12,966千円 6,483.0 千円617.0 千円29,099. 千円 32942千円 29,099 千円合計 3,321,913 円 58,202,981 58,202,981 58,199 千円

往 0.0km 往 0.0km 100.000% 7,964.0km0.0km 復 0.0km 0.0km 100.000% 69,286.8km
100.000%桃山鞆渕コースB 那賀病院 和田 下志賀

南近畿
9

5,371.5 千円

362



1 14,931,037 円2 10,294,558 円3 926,173 円4 1,852,346 円5 3,772,052 円6 1,481,878 円7 12,966,428 円8 1,234,898 円9 10,743,611 円58,202,981 円 29,103,981 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）申請番号1 ％2 ％3 ％4 ％5 ％6 ％7 ％8 ％9 ％※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

補助ブロック名 申請番号 経常費用から経常収益を控除した額 損失額から国庫補助額を控除した額 ウの負担者とその負担割合都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の具体的概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合
合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合
南近畿
補助ブロック名 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（基準期間の前々年度）　ｅ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（基準期間の前年度）　ｆ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益　（基準期間※） ｇ 平均増減率(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2　=　ｈ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）
13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。(2) 添付書類
 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。
 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭(1) 記載要領 18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。
18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭南近畿



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）１．申請事業者の概要 千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等） ％％※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 15,783,221 円 円 円2 10,882,116 円 円 円3 979,034 円 円 円4 1,958,068 円 円 円5 3,987,340 円 円 円6 1,566,455 円 円 円7 13,706,482 円 円 円8 1,305,379 円 円 円9 11,356,799 円 円 円61,524,894 円 円 円

千円 営業外損益基準期間の前年度の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 378,738 千円 408,716営業損益 ▲ 28,834 千円 営業外損益 ▲ 535 経常損益 ▲ 29,369営業外収益 609 経常収益（イ’） 379,347営業費用 407,572
事業者名 和歌山バス那賀株式会社 26年度補助対象期間の前々年度(基準期間※)の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 370,256 千円 営業外収益 260 経常収益（イ） 370,516営業費用 399,371 千円 営業外費用 1,024 経常費用（ロ） 400,395▲ 764 経常損益 ▲ 29,879営業損益 ▲ 29,115 千円 営業外費用 1,144 経常費用（ロ’）補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 2,456,836.8 経常収支率 92.54%基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 2,462,478.6 経常収支率 92.81%基準期間の前々年度の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 390,373 千円 営業外収益 583 経常収益（イ”） 390,956営業費用 392,176 千円 営業外費用 1,153 経常費用（ロ”） 393,329▲ 2,373営業損益 ▲ 1,803 千円 営業外損益 ▲ 570 経常損益南近畿 161円16銭 165円97銭 162円97銭 0.58  円 　　銭   円 　　銭   円 　　銭基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 2,440,553.7 経常収支率 99.40%補助ブロック名 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）ロ”÷ハ”＝　ａ 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）ロ’÷ハ’＝　ｂ 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用　（基準期間）ロ÷ハ＝ｃ 平均増減率(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2　=　ｄ補助ブロック名 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ 地域キロ当たり標準経常費用ホ キロ当たり経常費用ニとホのいずれか少ない額ヘ キロ当たり経常収益イ÷ハ南近畿 163円.91銭 417円.45銭 163円.91銭 150円.81銭 補助ブロック外乗り入れ部分及び同一補助ブロック市区町村外乗り入れ部分以外のキロ程の比率 計画実車走行キロ（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　  銭 円　   銭 円 　  銭 円  　 銭補助ブロック名 申請番号 運行系統名 運行系統 計画運行日数起点 主な経由地 終点 チ リ ヌ計画運行回数 系統キロ程 補助ブロック外乗入部分のキロ程 同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程
362 日 1,267.0 回 往 26.2km362 日 1,267.0 回

南近畿
1 上名手打田コース 名手駅前 打田駅 紀の川市役所2 川原竜門コース 紀の川市那賀支所 粉河駅 紀の川市役所 96,292.0km復 38.0km 38.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均） 100.000%往 38.0km （平均） 66,390.8km復 26.2km 26.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 往 0.0km 100.000%回 往 16.5km 往 0.0km3 打田北部コース（左回り） 那賀病院 打田駅 那賀病院 362 日 362.0 16.5km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 5,973.0km日 724.0 回 往 16.5km 往 0.0km4 打田北部コース（右回り） 那賀病院 打田駅 那賀病院 362 16.5km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 11,946.0km日 1,086.0 回 往 11.2km 往 0.0km5 黒土高野コース 那賀病院 打田駅 高野 362 復 11.2km 11.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 24,326.4km日 181.0 回 往 26.4km 往 0.0km6 細野貴志川コースA 紀の川市桃山支所 貴志駅 垣内 362 26.4km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 9,556.8km日 1,267.0 回 往 33.0km 往 0.0km7 細野貴志川コースB 那賀病院 貴志駅 垣内 362 復 33.0km 33.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 83,622.0km日 362.0 回 往 11.0km 往 0.0km8 桃山鞆渕コースA 和田 大西 下志賀 362 復 11.0km 11.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 7,964.0km日 1,086.0 回 往 31.9km 往 0.0km9 桃山鞆渕コースB 那賀病院 和田 下志賀 362 復 31.9km 31.9km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 69,286.8km往 210.7km 往 0.0km 往 0.0km合計 系統 375,357.8km復 151.3km 181.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0kmヨのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック市区町村外乗入部分以外に係るもの 補助対象経費 補助対象経費の1/2 国庫補助上限額 国庫補助金内定申請額（ネ又はナのうちいずれか少ないほうの額）ヘ×ヲ以下の額：ワ ト ト×ヲ以上の額：カ ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ補助対象経常費用の見込額 補助対象系統のキロ当たり経常収益(ノの額) 補助対象系統の経常収益の見込額 補助対象経常費用から経常収益を控除した額 ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ南近畿 8円.85銭 852,184 円 14,931,037 14,931,037 14,931千円補助ブロック名 申請番号 7,465.5 千円1,852,346 1,852千円8円.85銭 740,054 円 12,966,428 12,966,428 12,966千円 6,483.0 千円8円.85銭 84,577 円 1,481,878 1,481,878 1,481千円 740.5 千円8円.85銭8円.85銭 587,558 円 10,294,558 10,294,558 10,294千円 5,147.0 千円8円.85銭 926.0 千円8円.85銭 215,288 円 3,772,052 3,772,052 3,772千円 1,886.0 千円52,861 円 926,173 926,173 926千円 463.0 千円8円.85銭 105,722 円 1,852,346613,188 円 10,743,611 10,743,611 10,743千円 5,371.5 千円8円.85銭 70,481 円 1,234,898 1,234,898 1,234千円 617.0 千円29,099. 千円 32942千円 29,099 千円合計 3,321,913 円 58,202,981 58,202,981 58,199 千円



1 14,931,037 円2 10,294,558 円3 926,173 円4 1,852,346 円5 3,772,052 円6 1,481,878 円7 12,966,428 円8 1,234,898 円9 10,743,611 円58,202,981 円 29,103,981 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）申請番号1 ％2 ％3 ％4 ％5 ％6 ％7 ％8 ％9 ％※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

補助ブロック名 申請番号 経常費用から経常収益を控除した額 損失額から国庫補助額を控除した額 ウの負担者とその負担割合都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の具体的概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合
南近畿
補助ブロック名 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（基準期間の前々年度）　ｅ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（基準期間の前年度）　ｆ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益　（基準期間※） ｇ 平均増減率(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2　=　ｈ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ合計

8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭南近畿 18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.5318円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭(1) 記載要領 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。
18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭

(2) 添付書類 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）
12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。
 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）１．申請事業者の概要 千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％千円 千円千円 千円千円 千円㎞ ％（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等） ％％※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 15,783,221 円 円 円2 10,882,116 円 円 円3 979,034 円 円 円4 1,958,068 円 円 円5 3,987,340 円 円 円6 1,566,455 円 円 円7 13,706,482 円 円 円8 1,305,379 円 円 円9 11,356,799 円 円 円61,524,894 円 円 円

千円 営業外損益基準期間の前年度の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 378,738 千円 408,716営業損益 ▲ 28,834 千円 営業外損益 ▲ 535 経常損益 ▲ 29,369営業外収益 609 経常収益（イ’） 379,347営業費用 407,572
事業者名 和歌山バス那賀株式会社 27年度補助対象期間の前々年度(基準期間※)の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 370,256 千円 営業外収益 260 経常収益（イ） 370,516営業費用 399,371 千円 営業外費用 1,024 経常費用（ロ） 400,395▲ 764 経常損益 ▲ 29,879営業損益 ▲ 29,115 千円 営業外費用 1,144 経常費用（ロ’）補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 2,456,836.8 経常収支率 92.54%基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 2,462,478.6 経常収支率 92.81%基準期間の前々年度の損益状況 乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送営業収益 390,373 千円 営業外収益 583 経常収益（イ”） 390,956営業費用 392,176 千円 営業外費用 1,153 経常費用（ロ”） 393,329▲ 2,373営業損益 ▲ 1,803 千円 営業外損益 ▲ 570 経常損益南近畿 161円16銭 165円97銭 162円97銭 0.58  円 　　銭   円 　　銭   円 　　銭基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 2,440,553.7 経常収支率 99.40%補助ブロック名 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）ロ”÷ハ”＝　ａ 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）ロ’÷ハ’＝　ｂ 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用　（基準期間）ロ÷ハ＝ｃ 平均増減率(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2　=　ｄ補助ブロック名 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ 地域キロ当たり標準経常費用ホ キロ当たり経常費用ニとホのいずれか少ない額ヘ キロ当たり経常収益イ÷ハ南近畿 163円.91銭 417円.45銭 163円.91銭 150円.81銭 補助ブロック外乗り入れ部分及び同一補助ブロック市区町村外乗り入れ部分以外のキロ程の比率 計画実車走行キロ（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　  銭 円　   銭 円 　  銭 円  　 銭補助ブロック名 申請番号 運行系統名 運行系統 計画運行日数起点 主な経由地 終点 チ リ ヌ計画運行回数 系統キロ程 補助ブロック外乗入部分のキロ程 同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程
362 日 1,267.0 回 往 26.2km362 日 1,267.0 回

南近畿
1 上名手打田コース 名手駅前 打田駅 紀の川市役所2 川原竜門コース 紀の川市那賀支所 粉河駅 紀の川市役所 96,292.0km復 38.0km 38.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均） 100.000%往 38.0km （平均） 66,390.8km復 26.2km 26.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 往 0.0km 100.000%回 往 16.5km 往 0.0km3 打田北部コース（左回り） 那賀病院 打田駅 那賀病院 362 日 362.0 16.5km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 5,973.0km日 724.0 回 往 16.5km 往 0.0km4 打田北部コース（右回り） 那賀病院 打田駅 那賀病院 362 16.5km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 11,946.0km日 1,086.0 回 往 11.2km 往 0.0km5 黒土高野コース 那賀病院 打田駅 高野 362 復 11.2km 11.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 24,326.4km日 181.0 回 往 26.4km 往 0.0km6 細野貴志川コースA 紀の川市桃山支所 貴志駅 垣内 362 26.4km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 9,556.8km日 1,267.0 回 往 33.0km 往 0.0km7 細野貴志川コースB 那賀病院 貴志駅 垣内 362 復 33.0km 33.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 83,622.0km日 362.0 回 往 11.0km 往 0.0km8 桃山鞆渕コースA 和田 大西 下志賀 362 復 11.0km 11.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 7,964.0km日 1,086.0 回 往 31.9km 往 0.0km9 桃山鞆渕コースB 那賀病院 和田 下志賀 362 復 31.9km 31.9km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km往 0.0km 100.000% 69,286.8km往 210.7km 往 0.0km 往 0.0km合計 系統 375,357.8km復 151.3km 181.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0kmヨのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック市区町村外乗入部分以外に係るもの 補助対象経費 補助対象経費の1/2 国庫補助上限額 国庫補助金内定申請額（ネ又はナのうちいずれか少ないほうの額）ヘ×ヲ以下の額：ワ ト ト×ヲ以上の額：カ ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ補助対象経常費用の見込額 補助対象系統のキロ当たり経常収益(ノの額) 補助対象系統の経常収益の見込額 補助対象経常費用から経常収益を控除した額 ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ南近畿 8円.85銭 852,184 円 14,931,037 14,931,037 14,931千円補助ブロック名 申請番号 7,465.5 千円1,852,346 1,852千円8円.85銭 740,054 円 12,966,428 12,966,428 12,966千円 6,483.0 千円8円.85銭 84,577 円 1,481,878 1,481,878 1,481千円 740.5 千円8円.85銭8円.85銭 587,558 円 10,294,558 10,294,558 10,294千円 5,147.0 千円8円.85銭 926.0 千円8円.85銭 215,288 円 3,772,052 3,772,052 3,772千円 1,886.0 千円52,861 円 926,173 926,173 926千円 463.0 千円8円.85銭 105,722 円 1,852,346613,188 円 10,743,611 10,743,611 10,743千円 5,371.5 千円8円.85銭 70,481 円 1,234,898 1,234,898 1,234千円 617.0 千円29,099. 千円 32942千円 29,099 千円合計 3,321,913 円 58,202,981 58,202,981 58,199 千円



1 14,931,037 円2 10,294,558 円3 926,173 円4 1,852,346 円5 3,772,052 円6 1,481,878 円7 12,966,428 円8 1,234,898 円9 10,743,611 円58,202,981 円 29,103,981 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）申請番号1 ％2 ％3 ％4 ％5 ％6 ％7 ％8 ％9 ％※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

補助ブロック名 申請番号 経常費用から経常収益を控除した額 損失額から国庫補助額を控除した額 ウの負担者とその負担割合都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の具体的概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合
南近畿
補助ブロック名 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（基準期間の前々年度）　ｅ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（基準期間の前年度）　ｆ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益　（基準期間※） ｇ 平均増減率(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2　=　ｈ 補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ合計

8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭南近畿 18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.5318円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭(1) 記載要領 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。
18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭18円.78銭 13円.93銭 11円.25銭 △ 22.53 8円.85銭

(2) 添付書類 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）
12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。
 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要（単位：人）
　交通不便地域の内訳

（１）記載要領１．２．３．４．（２）添付書類１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が（ ４　３．）に掲げる法律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当しない地区の人口を記載すること。「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振興山村に該当する地域の人口を記載すること。

718 上鞆渕・下鞆渕・中鞆渕・桃山町垣内・桃山町中畑・桃山町峯 山村振興法65,840 全域 半島振興法

市町村名 紀の川市 人　口人口集中地区以外 65,840交通不便地域 65,840人　口 対象地区 根拠法



添付資料添付資料添付資料添付資料（（（（表表表表５５５５関係関係関係関係））））

山村振興法山村振興法山村振興法山村振興法にににに基基基基づくづくづくづく振興振興振興振興山村山村山村山村にににに該当該当該当該当するするするする地域地域地域地域・・・・上鞆渕上鞆渕上鞆渕上鞆渕・・・・下鞆渕下鞆渕下鞆渕下鞆渕・・・・中鞆渕中鞆渕中鞆渕中鞆渕・・・・桃山町垣内桃山町垣内桃山町垣内桃山町垣内・・・・桃山町中畑桃山町中畑桃山町中畑桃山町中畑・・・・桃山町峯桃山町峯桃山町峯桃山町峯

半島振興法半島振興法半島振興法半島振興法にににに基基基基づくづくづくづく半島半島半島半島振興対策実施地域振興対策実施地域振興対策実施地域振興対策実施地域・・・・市全域市全域市全域市全域
人口集中地区人口集中地区人口集中地区人口集中地区・・・・無無無無しししし紀紀紀紀 のののの 川川川川 市市市市 全全全全 域域域域 図図図図


	平成25年度紀の川市地域内フィーダー系統確保維持計画
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5

	表1
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	表2
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6

	表5
	1/2
	2/2


